
平成３１年度 西区自治協議会提案事業 

地域課題解決に向けた事業募集 

～ 西区の宝サポート事業 ～ 

募集要項

平成３１年３月 

新潟市西区自治協議会 

本募集における事業採択は、平成３１年度新潟市予算

成立後、決定するものとなります。 

事業計画の立案にあたっては、事業費の縮減に努める

とともに、スケジュールに十分な余裕をもって計画して

ください。 

参考資料
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１．趣 旨 

  人口減少・少子高齢化の進展など社会経済情勢の変化や住民ニーズの多様

化に伴い、地域課題が複雑化する中、西区自治協議会では、地域の状況を的

確に捉え、課題解決に向けて一層きめ細かに対応していくことが必要と考え

ています。 

ついては、西区内において地域課題に取り組む団体等より、本協議会と協

働して効果的な事業推進を図ることで、より高い効果が見込まれる事業を募

集します。 

２．募集する事業テーマ 

西区内の地域課題の解決を目的として、西区自治協議会と協働することで

相乗効果が見込まれる次の（１）～（４）いずれかのテーマに該当するもの。 

（１）空き家にならないための取り組み

管理不全な空き家の発生を抑制するための手法の提案と実施 

例：活動事例集の作成・配布、相談会の実施、地域の空き家見守り活動の支

援など 

（２）地域の担い手育成（自治会、民生委員・児童委員）等 

地域活動を支援するため、地域の担い手育成や発掘を行う手法の提案と実施 

例：活動事例集の作成・配布、講座・研修会の開催 など 

（３）支え合いのしくみづくりの輪を広める取り組み

人口減少・少子高齢化が進む中、重要となる地域における支え合い（共助）

の取り組みを広げるための手法の提案と実施 

例：周知リーフレットや活動事例集の配布、講座・研修会の開催 など 

（４）区の魅力発信・賑わい創出

区の魅力発信、賑わい創出に繋がる手法の提案と実施 

例：魅力を発信する取り組み、内野・黒埼などの拠点商業地活性化に資する

取り組み など 

３．応募対象事業 

  上記２の事業テーマに合致し、以下の要件の全てを満たすもの。 

（１）応募者自らが実施し平成３２年２月末までに完了を予定するソフト事業 

（２）主として、西区民を対象とし又は西区内で実施するもの 

（３）政治、宗教などに関する活動や、公序良俗に反するものでないこと 

（４）事業費の積算が適正であり、受託にあたり経費内訳が明らかであるもの 

（５）他の補助金等を受けないもの 
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４．応募資格 

  応募できる者は、市内に主たる活動拠点を有する非営利の団体（法人格の

有無は問わない）で、以下の要件の全てを満たすもの。 

（１）西区内に在住、在勤（事業活動その他地域活動を含む）又は在学する者

５名以上の構成員を有する団体 

（２）課税団体にあっては、応募時点で直近１年間の市税の未納がないこと。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する団体でないこと。 

（４）市暴力団排除条例（平成 24 年新潟市条例第 61 号）に基づき、暴力団、

暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す

るものでないこと。 

５．事業採択等 

（１）手法等：業務委託（全部又は一部） 

（２）事業費：上限５０万円／件 

※超過分は委託外事業として、提案団体の負担となります 

（３）採択数：１事業テーマにつき、１件の採択を予定 

（４）支 払：委託料の具体的な支払日は、採択された団体と協議の上決定し

ます。 

（５）その他：採択事業に対して、市（西区自治協議会、西区役所）は広報や

市公共施設の予約など必要な支援を行います。 

６．応募方法 

（１）応募期間：平成３１年３月２２日（金）～平成３１年４月２６日（金） 

（２）提 出 先：西区自治協議会事務局（西区地域課企画担当）あて 

〒950-2097 新潟市西区寺尾東３丁目 14 番 41 号 
TEL：025-264-7161 FAX：025-269-1650 
E-mail：chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

（３）提出方法：持参又は郵送（締切日までに必着のこと） 

（４）応募書類：①事業提案書 ②応募団体調書 ③その他必要な資料（任意） 

※①・②は所定書式とし、区ＨＰよりダウンロードできます。 

※③を提出する場合は、Ａ４相当１０頁までとします。 

※ご応募にあたりご不明な点等ございましたら、上記の提出先

（事務局）までお問い合わせください。 

（５）そ の 他：応募受付後に事業提案を取り下げる場合は、速やかに取下届出

書（任意様式）を提出してください。 
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７．審査 

（１）審査基準 

評価基準 評価の視点 評点 

① 方向性 
地域課題を的確に捉え、その解決につながる新たな

発想を取り入れた事業となっているか。 
５点 

② 実行性 
スケジュール、収支計画は具体的に計画され、実行

できる組織体制となっているか。 
５点 

③ 有効性 
投資に対し効果が期待できるものとなっているか。

また、その効果は区域への波及が期待できるか。 
５点 

④ 継続性 
事業実施後、自立的に持続することが可能な仕組み

の確保、工夫がされているか。 
５点 

⑤ 地域性 
地域資源の活用など、地域の特性を活かした事業と

なっているか。 
５点 

（２）審査方法 

審査基準に基づき、西区自治協議会の正副会長及び各部会長並びに西区役

所地域課長で構成される審査委員会において、一次審査（書類選考）及び二

次審査（プレゼンテーション）を実施します。 

ただし、応募多数の場合は、一次審査結果により、二次審査を求める団体

を選抜する場合があります。 

（３）審査の進め方 

① 事業テーマを所管する担当部会において、応募書類を確認し、担当部会

としての意見を付します。 

② 審査委員会において、①の意見を参考に一次審査及び二次審査を実施し

ます。 

③ 審査委員会において、事業テーマごとに評点の高い順から順位づけを行

い、最も順位の高い事業を採択します。ただし、評点が水準（１５点）

以下の事業は不採択とします。 

④ 採択された団体が、止むを得ない事情などから事業の実施を中止した場

合には、順位づけに基づき必要により次点を採択するものとします。 

※応募団体に属する委員又は公正かつ適正な審査に疑義を生じさせるような

関係を有する委員は、当該団体提案の審査（上記①～③）に加わらないも

のとします。 
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（４）審査結果 

平成３１年６月末を目途に応募団体あて文書にて通知します。 

なお、提案のあった全ての事業について、事業名・事業概要・評価点数

を公表します。 

（５）その他 

① 応募書類に明らかな虚偽の記載があった場合や、応募に際して不正行為

があった場合には、審査の対象から除外することとします。 

② 西区自治協議会の指定する日（６月中旬の平日を予定）に二次審査を実

施しますので、事務体制等の確保をお願いいたします。 

③ 事業の採択にあたり西区自治協議会が必要と認める場合、追加資料の提

出を求めることがあります。 

④ 採択後、応募内容と実際の事業計画が著しく変更された場合や、事業実

施を行うにふさわしいと認められない事実が判明した場合には、採択を

取り消すこととします。 

８．全体スケジュール概要 

平成３１年 ３月２２日（金）  応募受付開始 

 ４月２６日（金）  応募受付締切 

 ５月中旬～６月上旬  書類審査 

 ６月中旬  プレゼンテーション審査 

 ６月下旬  採択通知 

 ７月～  委託契約締結 

 ７月～平成３２年２月末  提案事業実施・完了 

平成３２年 ２月２８日（金）まで  事業実施報告書の提出 

 ３月  西区自治協議会における事業評価 



【西区の宝サポート事業】 

平成  年  月  日 

西区自治協議会長 宛 

事 業 提 案 書 

提案団体 

団 体 名： 

代表者名：                          

団体住所： 

連絡先 

担当者名： 

担当者住所： 

電話番号 FAX： 

電子メール： 

事業名(※)

事業概要(※)

応募するテーマを してください。 

 空き家にならないための取り組み 

 地域の担い手育成（自治会、民生委員・児童委員）等 

 支え合いのしくみづくりの輪を広める取り組み 

 区の魅力発信・賑わい創出 

目的及び事業内容とその効果を簡潔にまとめ，記載してください。 

事業費(※)               円（税込額） 

別紙１ 

（※）の項目は、公表事項となりますので、ご了承ください。ただし、採択された団体につ
いては、団体名も公表します 



事業計画 

進め方やスケジュールを含め，事業の詳細を具体的に記載してください。 

事業の効果 

対象の人数や期間等，できるだけ数値を用いて効果を記載してください。 



収支予算書

収入内訳 

収入項目 金 額 内訳 

西区の宝サポート事業 

委託料 
円 新潟市からの委託料 

円 

円 

収入合計 円 

支出内訳 

支出項目 金 額 内訳 
委託料

充当 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

支出合計 円 

※事業規模は，できるだけ総額５０万円以内になるよう収支計画の立案を行ってください。 

※支出内訳「委託料充当」欄には，西区の宝サポート事業委託料を充当する項目は「○」を， 

市公共施設利用に係る経費で減免を希望する項目には「●」を記入してください。 

  ※対象経費は，事業実施に直接必要となる費用で，原則として次のとおりです。 

人件費・報償費・旅費・消耗品費・印刷製本費・郵便料・保険料・使用料・賃借料・
その他必要と認められる経費（西区自治協議会との協議による） 

採択通知受理後に支出した経費が対象となります。 

食糧費は，アルコールを除き，西区の宝サポート事業委託料の概ね20％以内とします。 

事業実施に関係ない団体運営に関する人件費，事業所賃借料，光熱水費などの経費 

（それらと明確に区別できない経費も含む）は対象外となります。 



【西区の宝サポート事業用】 

平成  年  月  日 

西区自治協議会長 宛 

当団体は、募集要項「４．応募資格」に定める要件を全て充足することを誓約します。 

応募団体調書 

団体名 

主たる事務

所(連絡先)

の所在地お

よび連絡責

任者 

所在地：〒        新潟市 

電話番号 FAX： 

電子メール： 

連絡責任者： 

代表者 
氏 名 住 所 

西区との関わり 
(いずれかを○で囲む)

在住･在勤･在学･他 

会 員 
(資格要件を
充足するよ
う，最小４名
以上記入) 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

在住･在勤･在学･他 

会員数：    名 

別紙２ 



団体の主な

活動(これま

での活動実

績) 

団体の予算

額(31年度) 

１ 収入額：     万円 

  （うち会費・寄付金     万円／収益事業     万円） 

２ 支出額：     万円 

※平成31年度の予算書案及び直近の決算書（活動実績のある団体のみ）があ

る場合，添付してください。 

特記事項 

《その他添付書類》 

  ※団体の定款、会則又はこれに準ずる書類を添付してください。（任意書式） 

  ※課税団体にあっては，市税に未納が無い旨の証明書（市入札用）を添付してください。 


